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（４）新青果市場のブランド化について 

～新青果市場ブランド推進委員会における検討状況（経過報告）～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
１ 委員会の設置目的 

  青果市場のリニューアルオープンを契機に，新市場がもつコールドチェーンや安全・安心の

取り組みを強みとして，アジアを視野に入れた九州の拠点市場としてのブランドイメージを確

立するとともに，効果的，効率的なＰＲ・プロモーションを検討するため「新青果市場ブラン

ド推進委員会」を設置するもの。 

 
 
 

２ 委員等  特別委員   福岡市長  

       委  員   中村学園大学  甲斐学長（委員長） 

                市場関係者（卸売業者、仲卸業者、小売業者、関連事業者） 

              生産者団体関係者（ＪＡ、園芸振興協会），九州経済連合会関係者 

              農林水産局長 
 
 
 

３ 設置期日    平成２７年４月３０日 

 
 
 
４ 検討状況及び今後の予定  

開催回 開催日時 検討事項 

第１回 4 月 30 日（木） 

13:00～ 

○新市場の目指す方向性について 

○新市場のブランド化に向けた検討について 

第２回 6 月 9 日（火） 

13:30～ 

○安全，安心の確立について 

○ＰＲ・プロモーションの強化について 

第３回 7 月７日（火） 

13:30～ 

○安全・安心の確立 

○ＰＲ・プロモーションの強化について 

○海外マーケットの開拓について 

第４回 8 月７日（金） 

１3:00～ 

○ＰＲ・プロモーションの強化について 

○海外マーケットの開拓について 

○ブランド推進施策の中間とりまとめ 

９月～２月  各部会による検討（輸出促進，認証制度） 

第５回 ３月頃予定 ○ブランド推進施策とりまとめ  
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